
第52回 大阪市廃棄物減量等推進審議会 参考資料 

    ○ 「大阪市循環型社会形成推進条例」 〔大阪市公報第 5 5 4 7号（抜粋）〕     
 
   ○ 「一般廃棄物事業のあり方について」 〔第14回大阪府市統合本部会議資料〕 



 

 

 

 

 

規定は、平成23年３月11日以後に発生した災害に係る災害弔慰金について適

用し、同日前に発生した災害に係る災害弔慰金については、なお従前の例に

よる。 

（平23.10.３掲示済） 

 

 

 

 

 

大阪市循環型社会形成推進条例を公布する。 

  平成23年10月３日 

 大阪市長  平 松 邦 夫  

大阪市条例第53号 

   大阪市循環型社会形成推進条例 

（目的） 

第１条 この条例は、大阪市環境基本条例（平成７年大阪市条例第24号）の理

念にのっとり、循環型社会の形成に関し、基本理念を定め、本市、事業者及

び市民の責務を明らかにするとともに、循環型社会の形成に関する施策の基

本となる事項を定めることにより、これらの施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の持続的な確保に資す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、循環型社会形成推進基本法（平成12

年法律第110号）の例による。 

（基本理念） 

第３条 循環型社会の形成は、本市、事業者及び市民のそれぞれの立場から、

廃棄物等の発生の抑制、循環資源の適正な循環的な利用の促進等の行動が、

その技術的及び経済的な可能性を踏まえつつ自主的かつ積極的に行われるよ

うになることによって、持続可能な社会（健全で恵み豊かな環境を維持しつ

つ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展する

ことができる社会をいう。以下同じ。）の実現が推進されることを旨として、

行われなければならない。 

２ 循環型社会の形成は、循環型社会の形成と同様に持続可能な社会の実現に

資する低炭素社会（大阪市再生可能エネルギーの導入等による低炭素社会の

構築に関する条例（平成23年大阪市条例第54号）第２条第２項第１号に規定

する低炭素社会をいう。）及び自然共生社会（生物の多様性（生物多様性基

本法（平成20年法律第58号）第２条第１項に規定する生物の多様性をいう。

）が適切に保たれ、社会経済活動を自然環境に調和したものとし、また様々

な自然とのふれあいの場や機会を確保することにより、自然の恵みを将来に

わたって享受できる社会をいう。）の構築との相互の関係を踏まえつつ行わ
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れなければならない。 

３ 原材料、製品等については、これらが循環資源となった場合におけるその

循環的な利用又は処分に伴う環境への負荷ができる限り低減される必要があ

ることにかんがみ、原材料にあっては効率的に利用されること、製品にあっ

てはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができる

だけ抑制されなければならない。 

４ 循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低

減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなけれ

ばならず、かつ、循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保

全上の支障が生じないように適正に行われなければならない。 

５ 循環型社会の形成は、地域経済の発展も視野に含め推進されなければなら

ない。 

（本市の責務） 

第４条 本市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、循環型社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原

材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制し、循環資源の適

正な循環的な利用を実施する等、循環型社会の形成に自ら積極的に努めると

ともに、本市が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有

する。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、製品をなるべく長期間使用し、再生品

（循環資源の全部又は一部を原材料として利用して製造された製品をいう｡

）を使用し、循環資源を分別して排出する等、循環型社会の形成に自ら積極

的に努めるとともに、本市が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力

する責務を有する。 

（市民等との協働） 

第７条 本市は、第１条に定める目的を実現するため、本市が第４条の施策を

実施する場合は、市民、事業者及びこれらの者の組織する民間の団体等（以

下「市民等」という。）の理解と協力のもと、市民等との協働により当該施

策を推進することを基本とする。 

（市民等との協働体制の整備） 

第８条 本市は、前条の市民等との協働を推進するに当たり、市民等と本市が

協働することのできる体制の整備に努めるものとする。 

（情報の提供等） 

第９条 本市は、第７条の市民等との協働を実現するため、市民等に対して必

要な情報を提供するとともに、教育機関等の協力を得て、基本理念の普及に

努めるものとする。 

（他の地方公共団体等との連携） 
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第10条 本市は、市町村が廃棄物の処理に関し重要な役割を担っていることを

踏まえ、第４条の施策の策定及び実施に当たっては、他の市町村との連携を

図るものとする。 

２ 本市は、第４条の施策の策定及び実施に当たっては、国及び都道府県との

連携に努めるものとする。 

（循環的利用推進物の指定） 

第11条 市長は、循環資源の適正な循環的な利用が推進されるよう、当該循環

資源の適正な循環的な利用にかかる技術的水準、市域等における処理能力、

循環的な利用における経費等を総合的に勘案して、市域等において相当程度

適正な循環的な利用が可能であると認める循環資源について、これを大阪市

循環的利用推進物（以下「循環的利用推進物」という。）として指定するこ

とができる。 

２ 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。 

（循環的利用推進物に係る本市の責務） 

第12条 本市は、前条第１項の規定に基づき循環的利用推進物を指定したとき

は、市民等に対して、その旨を広く周知するとともに、当該循環的利用推進

物について本市が推奨する処理方法及び排出方法に関する情報を提供する等、

当該循環的利用推進物の適正な循環的な利用が促進されるために必要な措置

を講ずるものとする。 

（循環的利用推進物に係る事業者の責務） 

第13条 事業者は、本市が第11条第１項の規定に基づき循環的利用推進物を指

定したときは、当該循環的利用推進物について本市が推奨する処理方法を実

施する等、当該循環的利用推進物の適正な循環的な利用が促進されるよう努

めなければならない。 

（循環的利用推進物に係る市民の責務） 

第14条 市民は、本市が第11条第１項の規定に基づき循環的利用推進物を指定

したときは、当該循環的利用推進物について本市が推奨する排出方法を実施

する等、当該循環的利用推進物の適正な循環的な利用が促進されるよう努め

なければならない。 

（市民等への協力要請） 

第15条 市長は、循環的利用推進物の適正な処理又は排出を行わない市民及び

事業者に対して、当該循環的利用推進物の適正な循環的な利用の促進につい

て協力を求めることができる。 

（施行の細目） 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

   附 則 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

（平23.10.３掲示済） 
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